
【商工委員会】

（１）審議概観

　第132回国会において商工委員会に付託された法律案は、内閣提出５件であ

り、すべて成立した。

　また、本委員会に付託された請願３種類36件は、いずれも保留とされた。

　〔法律案の審査〕

　特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法案の提案理由及び要旨は

次のとおりである。

　現下の我が国経済にあっては、急激な円高の進展や内外価格差の存在、アジ

ア諸国の急激な成長による国際的競争の激化等により、製造業等の国内におけ

る生産、投資が停滞しており、産業空洞化の懸念が生じている。

　本法律案は、このような生産等の減少を余儀なくされている業種に属する事

業者の事業革新を円滑化するため、事業革新計画の承認を受けた特定事業者に

対して設備投資減税、産業基盤基金による債務保証等の措置を講じようとする

ものである。

　委員会においては、事業革新計画制度の弾力的運用、内外価格差調査の効果

的活用、事業革新計画に伴う雇用安定対策等の質疑が行われ、討論の後、多数

をもって可決された。なお、５項目の附帯決議が付された。

　石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関す

る法律案の提案理由及び要旨は次のとおりである。

　我が国のエネルギー供給の大宗を占める石油の安定供給確保は政策の根幹を

なすものであるが、より効率的なエネルギー供給への要請の高まり、国際石油

市場の発達等、石油製品供給をめぐる環境に変化が生じている。

　本法律案は、国内石油製品市場における輸入品との競争による市場原理を一

層導入するため、特定石油製品輸入暫定措置法を廃止するとともに、緊急時の

供給確保、我が国石油製品市場の国際化と流通市場の効率化を進めるため、石

油備蓄法及び揮発油販売業法の改正等の措置を講じようとするものである。

　電気事業法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨は次のとおりである。

　我が国の電力需要は国民生活の高度化、電力の利便性等を反映して今後とも

増大が見込まれるとともに夏季ピーク需要の尖鋭化により負荷率が悪化してい

る。このような状況のなかで、安定供給の確保とより一層効率的な電力供給体

制の構築が必要とされている。

　こうした状況下で、本法律案は、発電部門への新規参入拡大のための卸電気



事業許可の原則撤廃、入札制度の導入、特定電気事業に係る制度の創設、料金

規制の改善、保安規制の合理化等所要の措置を講じようとするものである。

　委員会においては、両法律案を一括議題とし、輸入自由化による石油製品の

内外価格差及び製品間価格差の縮小への効果、指定地区制度廃止を受けた小規

模給油所の経営への影響と対応策、新電気料金制度における指標の設定基準、

分散型電源の導入・促進と環境への影響等の質疑が行われ、両法律案とも全会

一致をもって可決された。

　なお、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等

に関する法律案に対しては４項目、電気事業法の一部を改正する法律案に対し

ては５項目の附帯決議がそれぞれ付された。

　化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案の提案理由及び要旨は

次のとおりである。

　東西冷戦構造崩壊後の国際情勢の下、大量破壊兵器の全面的禁止に関する国

際的な認識の高まりにより「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並び

に破棄に関する条約」が採択され、我が国も平成５年１月に署名を済ませた。

　本法律案は、本条約の的確な実施を確保するため、化学兵器及びその製造を

目的とした毒性物質等の製造、所持、譲り渡し及び譲り受けを禁止するととも

に、化学兵器に使用されるおそれが高いとして条約に明記された化学物質につ

いて、製造及び使用の許可、運搬の届出等を義務付けるほか、国際機関による

検査の受入れを義務付ける等の措置を講じようとするものである。

　委員会においては、特定物質の製造及び使用の実態、企業秘密の保護対策、

中小企業に対する支援措置等について質疑が行われた後、各会派共同提案によ

る修正案が提出され、修正案及び修正を除く原案は全会一致で可決された。

　修正の内容は、過日、特定物質のサリンが不正に使用され、多くの人命が奪

われる事件が発生したことにかんがみ、特定物質の製造等の規制、罰則等の施

行期日について公布の日から起算して３月を超えない範囲内で政令で定める日

とするものである。なお、４項目の附帯決議が付された。

　容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案の提案理由及

び要旨は次のとおりである。

　近年、国民生活向上等に伴い、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大

し、その最終処分場が逼迫する等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化している。

一方、資源輸入国である我が国としては廃棄物を資源として有効に利用するこ

とが求められている。

　本法律案は、一般廃棄物の相当部分を占め、かつ再生資源としての利用が技

術的に可能な容器包装について、基本方針、分別基準適合物の再商品化に関す



る計画、市町村分別収集計画、都道府県分別収集促進計画、特定事業者の再商

品化義務及び指定法人に関する事項等を定めようとするものである。

　本法律案は、まず本会議において趣旨説明に対する質疑が行われた後、本委

員会に付託された。

　委員会においては、参考人から意見を聴取するとともに、厚生委員会、農林

水産委員会及び環境特別委員会との連合審査会を開会し、本法施行による廃棄

物の減量効果、分別収集量と再商品化可能量の調整、事業者・市町村・消費者

の費用分担の在り方、既存リサイクルシステムの位置付け等について質疑が行

われた後、日本共産党より提出の修正案が賛成少数をもって否決され、本法律

案は全会一致をもって可決された。なお、６項目の附帯決議が付された。

　〔国政調査等〕

　２月９日、通商産業行政及び経済計画等の基本施策、平成７年兵庫県南部地

震について質疑を行い、阪神・淡路大震災の被害状況、被災中小企業への対策、

震災による経済への影響、景気動向等の問題が取り上げられた。

　また、３月17日、予算委員会から委嘱を受けた平成７年度公正取引委員会、

経済企画庁、通商産業省関係予算の審査を行い、円高対策問題、内外価格差問

題、法人税見直し問題、経済見通し達成の可能性等について質疑が行われた。

　（２）委員会経過

○平成7年２月２日（木）（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○産業貿易及び経済計画等に関する調査を行うことを決定した。

　○通商産業行政の基本施策に関する件及び平成７年兵庫県南部地震に関する

　　件について橋本通商産業大臣から所信及び報告を聴いた。

　○経済計画等の基本施策に関する件及び平成７年兵庫県南部地震に関する件

　　について高村経済企画庁長官から所信及び報告を聴いた。

　○平成６年における公正取引委員会の業務の概略に関する件について小粥公

　　正取引委員会委員長から説明を聴いた。

○平成７年２月９日（木）（第２回）

　○通商産業行政の基本施策に関する件及び経済計画等の基本施策に関する件

　　並びに平成７年兵庫県南部地震に関する件等について橋本通商産業大臣、

　　高村経済企画庁長官、政府委員、労働省及び大蔵省当局に対し質疑を行っ

　　た。



○平成7年３月２日（木）（第３回）

　○特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法案（閣法第17号）（衆

　　議院送付）について橋本通商産業大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成７年３月16日（木）（第４回）

　○特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法案（閣法第17号）（衆

　　議院送付）について橋本通商産業大臣、政府委員及び大蔵省当局に対し質

　　疑を行い、討論の後、可決した。

　　　（閣法第17号）　　賛成会派　自民、社会、平成、新緑

　　　　　　　　　　　　反対会派　共産

　　　なお、附帯決議を行った。

　○化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案（閣法第80号）につ

　　いて橋本通商産業大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成７年３月17日（金）（第５回）

　○平成7年度一般会計予算（衆議院送付）

　　平成７年度特別会計予算（衆議院送付）

　　平成7年度政府関係機関予算（衆議院送付）

　　　（総理府所管（公正取引委員会、経済企画庁）、通商産業省所管（中小企

　　業庁を除く））について橋本通商産業大臣、高村経済企画庁長官、小粥公

　　正取引委員会委員長から説明を聴いた後、橋本通商産業大臣、高村経済企

　　画庁長官、小粥公正取引委員会委員長、政府委員、大蔵省及び法務省当局

　　に対し質疑を行った。

　　本委員会における委嘱審査は終了した。

　○化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案（閣法第80号）につ

　　いて橋本通商産業大臣、政府委員、外務省、防衛庁、警察庁、厚生省及び

　　環境庁当局に対し質疑を行い、質疑を終局した。

○平成7年３月28日（火）（第６回）

　○化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案（閣法第80号）を修

　　正議決した。

　　　(閣法第80号）　　賛成会派　自民、社会、平成、共産

　　　　　　　　　　　反対会派　なし

　　　　　　　　　　　欠席会派　新緑

　　　なお、附帯決議を行った。



○平成7年４月11日（火）（第7回）

　○石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関

　　する法律案（閣法第50号）（衆議院送付）

　　電気事業法の一部を改正する法律案（閣法第51号）（衆議院送付）

　　　以上両案について橋本通商産業大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成7年４月13日（木）（第８回）

　○石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関

　　する法律案（閣法第50号）（衆議院送付）

　　電気事業法の一部を改正する法律案（閣法第51号）（衆議院送付）

　　　以上両案について橋本通商産業大臣、政府委員、大蔵省及び文部省当局

　　に対し質疑を行った後、いずれも可決した。

　　　（閣法第50号）　　賛成会派　自民、社会、平成、新緑、共産

　　　　　　　　　　　反対会派　なし

　　　（閣法第51号）　　賛成会派　自民、社会、平成、新緑、共産

　　　　　　　　　　　反対会派　なし

　　　なお、両案についてそれぞれ附帯決議を行った。

○平成7年６月５日（月）（第９回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案（閣法第97

　　号）（衆議院送付）について橋本通商産業大臣から趣旨説明を聴いた。

　○また、同法律案について参考人の出席を求めることを決定した。

○平成7年６月６日（火）（第10回）

　○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案（閣法第97

　　号）（衆議院送付）について橋本通商産業大臣及び政府委員に対し質疑を

　　行った。

　○また、同法律案について厚生委員会、農林水産委員会及び環境特別委員会

　　からの連合審査会の開会申入れを受諾することを決定した。

○平成７年６月７日（水）（第11回）

　○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案（閣法第97

　　号）（衆議院送付）について以下の参考人から意見を聴いた後、各参考人

　　に対し質疑を行った。

　　　日本商工会議所常務理事　　　　　　　　　　　　西川　　禎一君

　　　日本チェーンストア協会環境問題委員会委員　　稲岡　　　稔君



生活協同組合コープこうべ常勤相談役　　　　　碓井　美智子君

船橋市環境部長　　　　　　　　　　　　　　　　・岡　　忠夫君

○平成７年６月７日（水）　商工委員会、厚生委員会、農林水産委員会、環境

　特別委員会連合審査会（第１回）

　○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案（閣法第97

　　号）（衆議院送付）について井出厚生大臣、宮下環境庁長官、政府委員、

　　大蔵省及び文部省当局に対し質疑を行った。

　○本連合審査会は今回をもって終了した。

○平成7年６月８日（木）（第12回）

　○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案（閣法第97

　　号）（衆議院送付）について橋本通商産業大臣、政府委員、科学技術庁、

　　文部省、環境庁及び自治省当局に対し質疑を行った後、可決した。

　　　（閣法第97号）　　賛成会派　自民、社会、平成、新緑、共産

　　　　　　　　　　　反対会派　なし

　　　なお、附帯決議を行った。

○平成７年６月14日（水）（第13回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○請願第118号外35件を審査した。

　○産業貿易及び経済計画等に関する調査の継続調査要求書を提出することを

　　決定した。

　○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

（３）成立議案の要旨・附帯決議

　　特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法案（閣法第17号）

　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、近年の内外の経済的環境の変化の影響を受けて、我が国製造業

等の国内における生産、投資等が停滞しており、国民経済の健全な発展に支障

を生ずるおそれがある状況にかんがみ、生産等の減少を余儀なくされている業

種に属する事業者の事業革新を円滑化するための措置を講じ、もって国内生産

活動の活性化を促進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであ

る。

１　特定事業者による事業革新に対する支援



　　経済環境変化の影響を特に強く受けている業種（「特定業種」という）に

　属する事業者（「特定事業者」という）が有する、設備、技術等の既存経営

　資源の新たな形態・分野での有効活用（「事業革新」という）に対して以下

　の措置を講ずる。

　(1)　事業革新計画の提出・承認

　　　特定事業者は、新商品の開発・生産、新たな生産・販売・購入方式の導

　　入のいずれかに該当する事業革新に係る目標、内容等を記載した事業革新

　　計画を主務大臣（通商産業大臣、農林水産大臣、運輸大臣）に提出、その

　　承認を受けることができる。

　（2）承認事業革新計画に従って行う事業に対する支援措置等

　　　承認された事業革新計画に従って行う事業に対し、設備投資減税、産業

　　基盤整備基金による債務保証、工場立地法上の配慮、公正取引委員会との

　　調整、その他資金の確保への配慮等の支援措置等を講ずる。

２　活用事業者による経営資源活用事業に対する支援

　　特定事業者が事業革新を実施することによっても活用できない人材、設備、

　技術等を、中途採用者・設備の受入れ等により活用する他の事業者（「活用

　事業者」という）に対して以下の措置を講ずる。

　(1)活用事業計画の提出・承認

　　　活用事業者は、経営資源の活用事業に係る目標、内容等を記載した活用

　　事業計画を主務大臣（通商産業大臣、農林水産大臣、運輸大臣、厚生大

　　臣）に提出、その承認を受けることができる。

　(2)承認活用事業計画に従って行う事業に対する支援措置

　　　承認された活用事業計画に従って行う事業に対し、産業基盤整備基金に

　　よる債務保証、中小企業信用保険法の特例措置、その他資金の確保等の支

　　援措置を講ずる。

３　その他

　(1)　事業革新の円滑化のための情報提供等

　　　事業革新の実施の円滑化を図るため、国は、我が国事業者の海外事業活

　　動等の動向、内外価格差とその要因、事業に関連する取引慣行等に関する

　　調査、情報収集及びその提供を行う。

　(2)経済・産業政策と雇用対策の一体的・総合的な推進

　　　国及び都道府県は、失業の予防その他雇用の安定を図るための措置及び

　　職業訓練の実施その他の能力の開発・向上を図るための措置等を講じる。

　(3)産業技術政策と大学等の研究行政の一体的・総合的な推進

　　　文部大臣及び通商産業大臣は事業革新を促進するため、特定事業者と大



　　学等との研究開発における連携・協力の円滑化を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　【附帯決議】

　政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

１　現下の内外環境の変化に伴う産業空洞化の懸念に対処するため、内需中心

　の適切な経済運営と規制緩和等の一層の推進に努めるとともに、製造業等の

　事業革新が雇用の維持を図りつつ円滑に行われるよう環境整備に努めること。

２　特定業種を定めるに当たっては、機動的に行うとともに、事業革新計画の

　承認に当たっては、雇用の安定に配慮するよう周知徹底に努めつつ、特定事

　業者の創意工夫や主体性が十分配慮されるよう弾力的に行うこと。

　　活用事業計画の承認についても、対内投資の促進、他分野からの事業進出

　の機会確保等多面的な活用が可能となるよう弾力的に対処すること。

３　内外価格差の調査に関しては、対象品目、調査方法及び公表時期等につい

　て、整合性にも留意しつつ、関係省庁連携のもと積極的に取り組むこと。

　　取引慣行に関する調査についても、その改善が一般的な取引秩序の改善、

　市場の効率化に資するものと認められる場合には公表に努めること。

４　事業革新計画に基づく事業革新の実施に当たり、労働移動が伴う場合にお

　いては、労働者の理解と協力を得つつ円滑に行うよう指導するとともに、雇

　用安定助成金の活用等雇用安定施策を積極的かつ適切に活用するよう主務省

　庁は労働省と協議連携を深め、関係業界団体等を含め周知徹底に努めること。

５　特定事業者の事業革新の円滑化に資する見地から、教育、研究の場におけ

　る産官学の研究交流等の環境整備に努めるとともに、情報ネットワークシス

　テムの整備、製造・製品の規格標準化の推進等新規分野の開発が円滑に進む

　よう努めること。

　右決議する。

　石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関

　する法律案（閣法第50号）

　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、石油製品供給をめぐる経済的社会的環境の変化にかんがみ、石

油製品の安定的かつ効率的な供給を確保するため、緊急時における供給を確保

するとともに、石油製品の品質を適正に管理しつつ、我が国石油製品市場の国

際化と国内流通の効率化を進めるための措置を講じようとするものであって、

その主な内容は次のとおりである。

１　特定石油製品輸入暫定措置法の廃止

　　特定石油製品輸入暫定措置法を廃止する。

２　石油備蓄法の一部改正



　(1)　石油の基準備蓄量等

　　　石油精製業者、石油販売業者及び石油輸入業者（以下、「石油精製業者

　　等」という。）は、毎月、基準備蓄量（届出月の翌々月において石油精製

　　業者等が常時保有すべき石油の数量）を通商産業大臣に届け出なければな

　　らない。

　　　基準備蓄量の算定方式を、届出月の直前の12箇月の指定石油製品の生産

　　量等を基礎として算定する方式に変更する。

　　　石油精製業者等は、基準備蓄量以上の石油を常時保有しなければならな

　　い。この場合において、通商産業省令で定める場合に、原油をもって指定

　　石油製品に代えることができる。

　(2）石油ガスの基準備蓄量等

　　　石油ガス輸入業者についても、毎月の基準備蓄量の届出義務を定めると

　　ともに、基準備蓄量の算定方式を石油の基準備蓄量の算定方式と同様のも

　　のに変更する。

　（3）その他

　　　罰則について所要の改正を行う。

３　揮発油販売業法の一部改正

　（1）題名及び目的

　　　この法律の目的を、適正な品質の揮発油、軽油及び灯油を安定的に供給

　　し、もって消費者の利益の保護に資することとし、題名を「揮発油等の品

　　質の確保等に関する法律」に改める。

　（2)揮発油販売業者の登録

　　　揮発油販売業者の登録についての指定地区制度に関する規定を廃止する。

　(3）揮発油の品質の確保

　　　揮発油販売業者は、通商産業省令で定める揮発油規格に適合しない物を、

　　自動車の燃料用の揮発油として消費者に販売してはならない。

　　　揮発油生産業者、揮発油輸入業者等は、生産又は輸入した揮発油を、自

　　動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、揮発油規格に適合す

　　ることを確認しなければならない。

　　　揮発油販売業者は、通商産業省令で定める標準揮発油の基準に適合する

　　ことを確認した揮発油を販売するときは、販売する施設又は設備に、標準

　　揮発油の表示を掲示することができる。この場合を除くほか、標準揮発油

　　の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

　　　以上の規定に違反した場合、通商産業大臣は当該揮発油販売業者等に対

　　して、必要な措置を取るべきことを指示することができる。その指示を受



　　けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

　(4)軽油の品質の確保

　　　軽油販売業者は、通商産業省令で定める軽油規格に適合しない物を、自

　　動車の燃料用の軽油として消費者に販売してはならない。

　　　軽油販売業者、軽油生産業者及び軽油輸入業者等の義務について、揮発

　　油に関する規定を準用する。

　(5)灯油の品質の確保

　　　灯油販売業者は、通商産業省令で定める灯油規格に適合しない物を、屋

　　内燃焼燃料用の灯油として消費者に販売してはならない。

　　　灯油販売業者、灯油生産業者及び灯油輸入業者等の義務について、揮発

　　油に関する規定を準用する。

　(6)その他

　　　販売価格に関する勧告等に関する規定を廃止するとともに、指定分析機

　　関、帳簿の記載、報告徴収及び立入検査等並びに罰則について所要の改正

　　を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　【附帯決議】

　政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

１　我が国石油製品市場の国際化と国内流通の効率化の促進により、市場原理

　を通じて石油製品価格の適正化、内外価格差の是正が図られるよう留意する

　こと。また、石油産業にかかる物流、保安等の一層の規制緩和についても幅

　広く検討すること。

２　小規模給油所の経営効率化・体質強化を図るための構造改善事業等を強力

　に推進するとともに、転廃業に伴う相談事業等の対策の充実強化を図ること。

　　また、石油産業における規制緩和に伴う企業再編や合理化等の実施が、石

　油産業労働者の雇用及び労働条件の悪化を招くことのないよう十分配慮する

　こと。

３　不良揮発油等の流通を誘発することのないよう、品質の管理制度の実効性

　を確保すること。

４　国家石油備蓄目標の達成を図る等、石油備蓄の一層の充実に努めること。

　右決議する。

　　　　　　電気事業法の一部を改正する法律案（閣法第51号）

　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、近年の電力需要の増大、電気に係る技術の進歩等の電気事業を

めぐる諸情勢の変化を踏まえて、電気の使用者の利益の一層の増進を図るため、

効率的な電力供給が実現するよう電気事業に係る参入規制を緩和し、電源設備



の効率的な使用を促進するよう料金規制を改善するとともに、保安規制を合理

化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

１　定義

　（1）「卸電気事業」とは、一般電気事業者にその一般電気事業のための電気

　　を供給する事業をいう。

　（2）「特定電気事業」とは、特定の地点における需要に応じて電気を供給す

　　る事業をいう。

　（3）「卸供給」とは、一般電気事業者に対するその一般電気事業のための電

　　気の供給であって通商産業省令で定めるものをいう。

　（4）「振替供給」とは、他の者から受電した者が、同時に、その受電した場

　　所以外の場所で、その受電した電気の量に相当する電気を供給することを

　　いう。

２　発電部門への新規参入の拡大

　（1）卸電気事業への参入に係る規制を緩和する。

　（2）一般電気事業者の電源調達について入札制度を導入し、入札を通じた卸

　　供給を行う者は、通商産業大臣の認可を受けることを要さないものとする。

　（3）指定電気事業者（電力９社を予定）は、振替供給（卸託送）に係る料金

　　その他の供給条件について振替供給約款を定め、通商産業大臣に届け出、

　　公表しなければならないものとし、振替供給を不当に拒んだ場合は、通商

　　産業大臣が振替供給を行うべきことを命ずることができるものとする。

３　特定電気事業に係る制度の創設

　(1)　特定電気事業を供給地点ごとの許可制とするとともに、供給先の需要に

　　応じる供給能力を保有しているか等をその基準とする。

　（2）料金その他の供給条件は通商産業大臣に届け出るものとし、その供給条

　　件が特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものである等の場合には、

　　通商産業大臣がこれを変更すべきことを命ずることができるものとする。

　（3）特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における供給

　　を拒んではならないものとする。

　（4）一般電気事業者は、通商産業大臣の認可を受けて、その供給区域内に供

　　給地点を有する特定電気事業者と補完供給契約（事故その他の事由により、

　　特定電気事業者が供給する電気に不足が生じた場合に、その不足する電気

　　の供給を行うことを約する契約）を締結することができる。

４　料金規制の改善

　(1)　夜間電力の活用等による負荷平準化等に資する料金については、個別認

　　可制から、需要家の幅広い選択を可能とする各種メニュー（選択約款）の



　　届出制に移行するものとする。

　（2）選択約款が認可を受けた供給約款による需要家の利益を阻害するおそれ

　　がある等の場合には、通商産業大臣がこれを変更すべきことを命ずること

　　ができるものとする。

５　保安規制の合理化

　（1）工事計画については届出を原則とし、特に必要なもののみを認可とする

　　とともに、届出の不要な範囲を拡大する。

　（2)工程ごとの使用前検査を原則として完成時検査のみとする。

　（3）溶接検査については、溶接方法の認可を廃止して指定検査機関による確

　　認とし、工程ごとの検査を記録確認により一括して検査可能にするととも

　　に、全工程で行っている立会い検査は原則として最終段階の耐圧試験のみ

　　とする。

　（4）耐圧工作物の定期検査について自主検査を導入する。

　（5）通商産業大臣は、その指定する者（指定試験機関）に電気主任技術者試

　　験の事務を行わせることができるものとする。

６　その他

　(1)　専ら一の建物内に限り電気を供給する場合は、通商産業大臣の許可を要

　　さないものとする。

　（2）太陽光発電等の小出力発電設備に係る規制を簡素化する。

　（3）一般電気事業者の兼業については、省令に定める事業を行う時は、通商

　　産業大臣の許可を要さないものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　【附帯決議】

　政府は、本法施行に当たり、制度改革が真に実効性のあるものとなるよう積

極的に取り組むとともに、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

１　電気が国民生活及び産業活動を支える重要なエネルギーであることにかん

　がみ、今後とも良質で低廉な電力の安定供給の確保に努めること。こうした

　点を踏まえ、新電気料金制度の策定に当たっては、電気事業者の生産性向上

　意欲を極力引き出せるよう指標の設定等を行うこと。また、電気事業を支え

　る人材の確保・雇用の安定に配慮しつつ、各種の合理化・効率化や技術開発

　への積極的な取組みを促進すること。

２　各種電源の持つ環境特性や経済性、立地バランス、需要動向などを考慮し

　て、分散型電源の活用促進等の具体的施策を行いつつ、最適かつ柔軟な電源

　構成の確立を目指すこと。なお、分散型電源の導入に当たっては、環境への

　影響について十分配慮すること。

３　負荷平準化を更に進めるため、需給調整契約等料金面からのピーク需要移



　行対策を有効に活用しつつ、負荷移行機器の更なる開発・導入に積極的に取

　り組むこと。また、夏季ピーク時の需要抑制について国民の理解と協力が得

　られるよう情報提供等に努めること。

４　保安実績を踏まえつつ今後とも保安規制の機動的な見直しを図るとともに、

　保安規制における許認可の削減等行政改革の実効が十分確保されるよう新制

　度の運用に取り組むこと。

　　なお、今回の阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、ライフラインである電力

　供給の確保を図るための耐震対策の在り方について検討を進めること。

５　需要家に対する公平・公正が損なわれることのないよう新制度を適切に運

　用すること。特に島嶼部を主たる供給区域とする電力会社に対しては、その

　特殊性を十分配慮すること。

　右決議する。

　　化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案（閣法第80号）

　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、平成４年（1992年）９月に国際連合軍縮会議において採択され

た化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の適確

な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止する

とともに、化学兵器に使用されるおそれが高い毒性物質を規制する等の措置を

講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

１　定義

　(1)　「毒性物質」とは、人が吸入し、又は接触した場合に、これを死に至ら

　　しめ、又はその身体の機能を一時的若しくは持続的に著しく害する性質

　　　（以下「毒性」という。）を有する物質であって、条約の規定に則して政

　　令で定めるものをいう。

　（2）「化学兵器」とは、砲弾、ロケット弾その他の政令で定める兵器であっ

　　て、毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を充てんしたものをいう。

　(3）「特定物質」とは、毒性物質及び毒性物質の原料となる物質（以下「原

　　料物質」という。）のうち、化学兵器の製造の用に供されるおそれが高い

　　ものとして条約の規定に則して政令で定めるものをいう。

　(4)「指定物質」とは、特定物質以外の毒性物質及び原料物質のうち、化学

　　兵器の製造の用に供されるおそれがあるものとして条約の規定に則して政

　　令で定めるものをいう。

　（5）「第一種指定物質」とは、指定物質のうち化学兵器以外の用途に使用さ

　　れることが少ないものとして条約の規定に則して政令で定めるものをいい、

　　　「第二種指定物質」とは、第一種指定物質以外の指定物質をいう。



　（6）「国際機関」とは、条約により設立される化学兵器の禁止のための機関

　　をいう。

２　化学兵器の製造等の禁止

　　化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受け等を禁止する。

３　特定物質の製造等の規制

　　特定物質については、製造及び使用の許可、輸入の承認、製造・輸入・譲

　渡し・譲受け・所持の制限、運搬の届出、廃棄義務、製造及び使用に係る数

　量等の届出、製造等の記録義務などの規制を行う。

４　指定物質の製造等に係る届出

　　指定物質等について、次のとおり届出を義務付ける。

　(1)　第一種指定物質については、製造等及び使用の予定数量及び実績数量

　(2)第二種指定物質については、製造の予定数量及び実績数量

　（3）指定物質等の輸出入の実績数量

　（4）有機化学物質の製造の実績数量の区分

５　国際機関による検査等

　　国際機関の指定する者は、通商産業大臣の指定する職員の立会いの下に、

　条約の範囲内で検査等を実施できる。

６　その他

　(1)　通商産業大臣は、許可製造者等に対して業務に関し報告を徴収できる。

　（2）通商産業大臣は、職員に対して立入検査等をさせることができる。

　(3）本法の規定に違反した者に対する罰則規定を整備する。

　　　化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案委員会修正

　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　化学兵器の製造等の禁止、特定物質の製造等の規制、罰則等の施行期日につ

いて、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日と

するものである。

　　　　　　　　　　　　　　　【附帯決議】

　政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

１　本法の厳正な運用により、特定物質が不正に製造又は使用されることのな

　いよう対応すること。

２　条約上義務付けられている各種データの国際機関への申告及び同機関によ

　る検査の受入れ等に当たっては、企業秘密の保護が十分に保障されるよう万

　全の措置を講ずること。

３　中小企業の負担を軽減するため、国際機関の検査の受入れ等に必要な体制

　の整備に対して適切な支援措置を講ずること。



４　条約義務の円滑な履行のため、条約及び本法の趣旨・内容等について化学

　関連企業のみならず、広く国民各層に周知徹底を図るとともに、特に国際機

　関の検査等による風評被害を未然に防止するため、適切な措置を講ずること。

　右決議する。

　　　容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（閣法第97号）

　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、一般廃棄物の発生量が増大し、及び再生資源の利用が十分に行

われていない状況にかんがみ、一般廃棄物の相当部分を占め、かつ、再生資源

としての利用が技術的に可能な容器包装について、基本方針、分別基準適合物

の再商品化に関する計画、市町村分別収集計画、都道府県分別収集促進計画、

特定事業者の義務及び指定法人に関する事項を定めること等により、廃棄物の

適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ろうとするものであり、その主な

内容は次のとおりである。

１　定義

　（1）「特定容器」とは、商品に付された容器包装（びん、缶、紙、プラスチ

　　ック製のもの等）のうち、主務省令で定めるものをいう。

　(2)「特定包装」とは、容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。

　（3)「特定容器利用事業者」とは、その事業において、その販売する商品に

　　ついて特定容器を用いる事業者（輸入業者を含む。）をいう。

　（4）「特定容器製造等事業者」とは、特定容器の製造等の事業を行う者（輸

　　入業者を含む。）をいう。

　（5）「特定包装利用事業者」とは、その事業において、その販売する商品に

　　ついて特定包装を用いる事業者（輸入業者を含む。）をいう。

２　基本方針、再商品化計画及び分別収集計画の作成等

　(1)　基本方針の作成

　　　主務大臣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化等を総合的かつ計画

　　的に推進するため、これらに関する基本方針を作成し、公表する。

　(2)再商品化計画の作成

　　　主務大臣は、基本方針に即して、市町村の分別収集した容器包装廃棄物

　　の再商品化に関する計画を作成し、公表する。

　(3)容器包装廃棄物の分別収集に関する措置

　　①　市町村は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して、容器包

　　　装廃棄物の分別収集に関する計画を作成し、都道府県に提出するととも

　　　に、当該計画に従って容器包装廃棄物の分別収集を行わなければならな



　　　い。

　　②　都道府県は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して、容器

　　　包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画を作成し、厚生大臣に提出す

　　　るとともに、これを公表する。

　　③　容器包装廃棄物を排出する者は、市町村の定める基準に従い、当該容

　　　器包装廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。

３　容器包装に係る再商品化に関する措置

　(1）特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者は、特定容器の属する容

　　器包装区分に係る特定分別基準適合物について、その使用量又は製造量に

　　応じて、再商品化の義務を負う。

　（2）特定包装利用事業者は、自らの事業において特定包装を用いる量に応じ

　　て、再商品化の義務を負う。

　(3）特定事業者（特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者、特定包装利

　　用事業者）が自らの義務量の再商品化を指定法人に委託した場合は、再商

　　品化をしたものとみなす。

　（4)特定事業者が自ら又は指定法人以外の者に委託して再商品化を行う場合

　　は、主務大臣の認定を受けなければならない。

４　指定法人

　(1)　主務大臣は、民法第34条の規定による法人であって、特定事業者の委託

　　を受けて容器包装廃棄物の再商品化を実施することを適正かつ確実に行う

　　と認められるものを指定することができる。

　（2）指定法人による再商品化業務の適正かつ確実な実施を確保するため、再

　　商品化業務規程の認可、事業計画等の認可、業務の休廃止の制限、契約の

　　締結及び解除に対する制限、監督上必要な命令、報告の聴収、立入検査等

　　の規定を設ける。

５　中小企業者等への配慮

　　一定の小規模企業者については、法律の適用除外とし、中小企業者等につ

　いては、平成12年３月31日までの間、再商品化義務を猶予する。

６　その他

　(1)　指定法人等が行う再商品化業務については廃棄物処理法の特例とする。

　(2)国は、再商品化費用の価格への反映について、広報活動等により国民の

　　理解と協力を得るよう努める。

　(3)再商品化により得られた物を利用できる事業者等に対しては、再生資源

　　利用促進法で定めるところにより、これを利用する義務等を課す。



　　　　　　　　　　　　　　　【附帯決議】

　政府は、本法施行に当たり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきで

ある。

１　本法が我が国のリサイクル社会の基礎づくり及び地球環境保全の一環とな

　る法律として、その機能を十分発揮し、かつ排出自体の減量化にも資するも

　のとなるよう、適切な制度運用を図るとともに、国民・事業者の意識の向上

　や意見の反映に努めること。

２　市町村の分別収集のための施設に対する支援等、分別収集を行う市町村に

　対し財政上の配慮を行うよう努めること。また、各市町村が自ら分別収集に

　要した費用を極力公表するよう指導すること。

　　なお、既存の民間リサイクルシステムが円滑に運用されるよう配慮すると

　ともに、分別収集計画の作成に際しては、民間リサイクル関係者の意見を斟

　酌すること。

３　再商品化計画を策定する際は市町村の動向を十分考慮するとともに、各地

　域の再商品化技術及び再商品化事業者の動向について調査を行うよう努める

　こと。

　　分別基準適合物の用途開発等に対する支援措置を講ずる等、再商品化可能

　量の拡大に努めること。

４　指定法人の事業の運営については、透明性・公平性が確保され、かつ、民

　間事業者等の創意工夫が十分発揮されるよう組織や人事等において特段の配

　慮を行うこと。

　　特に、入札制度の在り方については、評議員会の設置等を通じて適切に行

　うよう指導すること。

５　本法の適用が除外、若しくは猶予される中小企業者等においても、リサイ

　クル推進の重要性を踏まえ、適切な対応に努めるよう指導すること。

６　地球環境問題の解決に資する観点から、資源の有効利用を図る関連産業の

　育成等のリサイクル政策を一層推進していくとともに、情報交換や技術交流

　についての国際的展開に努めること。

　　なお、製品等の原料採取から廃棄に至る全段階での環境への負荷を評価す

　るための手法について、諸外国との連携も踏まえつつ調査研究を進め、その

　確立を図るよう努めること。

　右決議する。
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